
「第２期市原市市民後見人養成講座」を開催します 

【成年後見制度とは】 

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な方の権利

や財産を守るための制度です。家庭裁判所が選任した後見人等が、本人の意思を尊重しながら、安

心して生活できるよう契約や財産管理、福祉サービスの手続きなどを支援します。 

 

成年後見制度の需要がますます高まっている中で、同じ住民の立場で寄り添い、判断能力が十分で

ない方を身近な立場から支える市民後見人を養成する講座を開催します。（受講料無料） 

 「第２期市民後見人養成講座」を実施するにあたり、事前説明会を開催します。 

※養成講座の参加には、事前説明会への参加が必須です。 
 

日 時 ① 令和８年 7 月 1１日（土）10：00～ ②令和８年７月１５日（水）10：00～ 

応募資格 

・令和８年４月１日現在で１８歳以上７０歳未満の方 

・市内在住の方 

・高齢者や障がい者福祉に理解と熱意があり、心身ともに健康な方 

・事前説明会に参加できる方 

・全ての講座日程に参加できる方 

・メール連絡や報告書作成など、基本的なパソコン操作ができる方 

・民法第８４７条に規定する後見人の欠格事由に該当しない方 

場 所 
市原市社会福祉協議会 ３階会議室 

（市原市南国分寺台 4-1-4） 

申込先 

市原市成年後見支援センター（市原市社会福祉協議会）           

TEL. 0436-26-6200 

E-mail : event2-shakyo@ichihara-shakyo.or.jp    

※令和８年 6 月 30 日（火）までにお申し込みください。             

 

「第２期市原市市民後見人養成講座」開催内容 

講座では、後見制度の内容のほか、市民後見人の心構えや活動を行うにあたり必要となる行政の福

祉施策、遺言や相続など関連する民法などを学びます。 

講 義 

9/５（土）・9/12（土）・9/26（土）・10/10

（土）・10/17（土）・10/31（土）・11/7（土）・

11/14（土） 

全 3０講座 

9：30～16：00 

実務研修 12 月～2 月の期間 （平日 2 日間実施） 専門員と同行支援 

 

 



 

 

  市民後見人養成講座 

 
➀７月１１日（土）1０時０0 分～ 

社会福祉法人市原市社会福祉協議会 

事前説明会開催受講者募集 

開催会場 

事前説明会【申込締切】６月３０日（火） 

 

 ➀➁のどちらかにご参加ください 

社会福祉法人市原市社会福祉協議会 

市原市南国分寺台 4 丁目-1-4 

➁７月１５日（水）10 時 00 分～ 

市民後見人養成講座 
■ 養成講座を受講するには、事前説明会への参加が必要です 

問合先 

日  時 

日 時【８日間】 

 

対 象 者 

募 集 定 員 

9 月： ５日（土）、１２日（土）、２６日（土） 

10 月：1０日（土）、１７日（土）、３１日（土） 

11 月：７日（土）、1４日（土） 

他に実務研修２日間あり 

25名程度 

① １８歳以上７０歳未満 ②市内在住の方 ③市民後見人の活動を目指す方  

④事前説明会及び養成講座カリキュラムに参加できる方 ⑤基本的なパソ 

コン操作ができる方  

⑥民法８４７条に規定する後見人の欠格事由に該当していない方 

全日程（3０講座） 

９時 30 分～16 時 00 分 

詳しくは裏面をご覧ください 

市原市成年後見支援センター（市受託事業） 

 
電話：0436-26-6200  yotsuba@ichihara-shakyo.or.jp 

 

 

 

 

(座学) 

受講無料 



右記のQR コード、 

またはURLから 

お申し込みください 

 

https://forms.gle/QbqfovhnFuhREyPa8 

下記メールアドレスから 

お申し込みください。 

 

event2-shakyo@ichihara-

shakyo.or.jp 

参加申し込み票を記入の上送付

ください。送信表は不要です。 

 0436-22-3031 

 

市民後見人養成講座の参加 

受講申込書・作文選考 

養成講座（座学 3０講座） 

養成講座（実務 2 日間） 

フォローアップ研修（１～2 年程）

年） 
市民後見人候補者登録 
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お申し込み方法    〈申込期限：6 月 30 日（火）〉 

令和８年度「市民後見人養成講座」事前説明会 参加申込書 

➀web でお申し込み ➁メールでお申し込み ③fax でお申し込み 

市民後見人養成の流れ 

参加希望日 
□ ②令和８年７月１５日（水）１０時 00 分～ 
□ ①令和８年 7 月 1１日（土）１０時０0 分～ 

FAX 送信先 22-3031 

 

 


